
 
堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、身体等に障害を有するため日常生活を営むことに支障のある障害者等の便宜を図り、

もって障害者等の福祉の増進に資するため、障害者等に対し日常生活用具（以下「用具」という。）を

給付することについて必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。 

(1)  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者 

(2)  知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者（次号に掲げる者を除く。） 

(3)  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定する身体障害児、知的障害児及び

精神障害児 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律１２３号）第５条に規定する精神障

害者（第２号に掲げる者を除く。） 

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

４条第１項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるも

のによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者（以下「難病患者等」という。） 

 （給付の対象者） 

第３条 給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する障害者等であって、別表第１から

別表第４までの対象者の欄に定める要件を備えるもの（以下「対象者」という。）とする。ただし、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を

受けることができる者を除く。 

 （給付対象用具等） 

第４条 給付する用具の種目、性能、基準額及び耐用年数等は、別表第１から別表第４までに定めるとお

りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、既に給付を受けている用具と同一の用具については給付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するとき（障害者等又はその介護者の故意又は過失による場合を除く。）は、

この限りでない。 

(1) 既に給付を受けている用具について、修理不能によりその使用が困難となっているとき。 

(2) 既に給付を受けている用具が別表第１から別表第４までに定める耐用年数を経過している場合で

あって、次のいずれかに該当すると市長が認めるとき。 

ア 故障等により用具が使用不能となった場合であって、再度同一の用具を給付することが、当該用

具を修理することより合理的であるとき。 



 
イ 故障等により用具が使用不能となった場合であって、当該用具の新製品が開発されており、当該

新製品を給付することにより障害者等における使用効果が向上するとき。 

 （申請） 

第５条 給付を受けようとする者（１８歳未満の対象者にあっては、その保護者。以下「申請者」とい

う。）は、堺市障害者（児）日常生活用具給付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、保

健福祉総合センター所長に提出しなければならない。 

(1) 見積書 

(2) 申請の内容が難病患者等に係るものである場合は、診断書（様式第２号） 

(3) 申請の内容がネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメー

ター）、埋込型人工鼻及び紙おむつ等の給付に係るもの（紙おむつ等の給付に係る申請にあっては、

初回の申請及び対象者が１８歳に達した日以後の最初の申請に限る。）である場合（当該申請が前号

に規定するものにも該当する場合で、同号の診断書を添付するときを除く。）は、日常生活用具給付

意見書（様式第３号） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、保健福祉総合センター所長が必要と認める書類 

（給付の決定） 

第６条 保健福祉総合センター所長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するととも

に、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を実地に調査の上、調査書（日常生活

用具）（様式第４号）を作成し、給付の可否を決定するものとする。 

２ 保健福祉総合センター所長は、前項の規定により用具を給付することを決定した場合にあっては、堺

市障害者（児）日常生活用具給付決定通知書（様式第５号）によりその旨を申請者に通知するとともに、

日常生活用具給付券（様式第６号。以下「給付券」という。）を交付するものとする。 

３ 保健福祉総合センター所長は、第１項の規定により用具の給付を行わないことを決定した場合は、堺

市障害者（児）日常生活用具給付申請却下通知書（様式第７号）によりその旨を申請者に通知するもの

とする。 

４ 別表第１に規定する種目のうち、ストマ用装具、紙おむつ等、埋込型人工鼻及び人工内耳（電池）

（以下これらを「継続用品」という。）については、１回の申請につき給付券を３枚まで交付すること

ができるものとする。 

 （用具の給付） 

第７条 前条第２項の規定により用具の給付の決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、用具納入

業者（以下「業者」という。）に給付券を提出して当該決定に係る用具の給付を受けることができる。 

 （費用の負担） 

第８条 受給者は、当該用具の給付に要する費用の１００分の１０に相当する額（以下「負担額」とい

う。）を負担しなければならない。ただし、受給者が同一の月に給付を受けた用具について算出された



 
同一の月における負担額の合計が、別表第５に定める世帯の所得状況に応じた負担上限月額を超えると

きは、当該負担上限月額に相当する額を当該同一の月における負担額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、用具の給付に要する費用の額が別表第１から別表第４までに定める用具の

基準額を超える場合にあっては、負担額に加えて、当該基準額を超える金額の全額を受給者の負担とす

る。 

３ 受給者は、前条の規定により用具の給付を受ける際に、給付券に添えて、前２項の規定により負担す

べき額を業者に支払わなければならない。 

 （業者への支払） 

第９条 業者は、第７条の規定により給付券の提出を受けたときは、市長に対し用具の給付に要する費用

の額（当該用具の給付に要する費用が別表第１から別表第４までに定める用具の基準額を超える場合に

あっては、当該基準額）の１００分の９０に相当する額の請求をしなければならない。 

２ 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求

のあった日から起算して３０日以内に支払を行うものとする。 

 （用具の管理等） 

第１０条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。 

２ 保健福祉総合センター所長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、本市において

当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具の返還を請求することができる。 

 （台帳の整備） 

第１１条 保健福祉総合センター所長は、用具の給付の状況を明確にするため、堺市障害者（児）日常生

活用具給付台帳（様式第８号。次項において「給付台帳」という。）を整備するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保健福祉総合センター所長は、同項の規定により給付台帳に記録すべき事

項を電子計算機に備えられたファイルに確実に記録し、並びに当該ファイルを適正に管理し、及び利用

することによって事務を支障なく行う場合は、給付台帳の作成を省略することができる。 

 （点字図書の給付の特例） 

第１２条 点字図書の給付については、第５条、第６条、第８条、第９条及び前条の規定にかかわらず、

堺市点字図書給付事業実施要綱（平成４年制定）に定めるところによる。 

 （居宅生活動作補助用具の給付に係る手続の特例） 

第１３条 居宅生活動作補助用具の給付に係る手続については、第５条、第６条、第８条、第９条及び第

１１条の規定にかかわらず、堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱（平成１２年制定。以下

「住宅改修費給付要綱」という。）第５条から第１２条までの規定（住宅改修費の給付に係る部分に限

る。）の例により行うものとする。 

 （委任） 



 
第１４条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

 （堺市身体障害者日常生活用具給付等要綱及び堺市障害児・者日常生活用具給付等要綱の廃止） 

２ 堺市身体障害者日常生活用具給付等要綱（昭和５４年制定）及び堺市障害児・者日常生活用具給付等

要綱（平成８年制定）は、廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者

（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１４日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



 
 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者

（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１０月１９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者

（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者

（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者（児）日常生活用

具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月２６日から施行する。 

 （経過措置） 



 
２ この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者

（児）日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

 



 
別表第５（第８条関係） 

世帯の所得区分 
負担上限月額（継続用品のみの給付を受ける場合にあっては、２か月当たり

の上限額とする。） 

生活保護世帯 
０円 

低所得世帯 

一般世帯 ２４，０００円 

備考 

１ この表において「世帯」とは、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規定する世帯を

いう。ただし、１８歳以上の障害者については、障害者本人及びその配偶者のみを世帯とみなす

（障害者本人がその属する世帯の他の世帯員（当該障害者の配偶者を除く。）の扶養親族（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２３条第１項第９号に規定する扶養親族をいう。）又は被

扶養者（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）及び

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）（他の法律においてこれらの法律の規定を

準用する場合を含む。）並びに地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）に規定す

る被扶養者をいう。）に該当する者について、別表第１及び別表第２に規定する居宅生活動作補

助用具の給付の決定があった月を除く。）。 

２ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保

護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規定に基づく支援給付を受けている世

帯をいう。 

３ この表において「低所得世帯」とは、市町村民税が非課税である世帯をいう。 

４ この表において「一般世帯」とは、市町村民税が課税されている世帯をいう。 

５ 前２項において、市町村民税は、申請のあった月の属する年度分（申請日が４月から６月まで

の間である場合は、前年度分）のものをいう。 

 

 


